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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第11期中間期、第12期中間期及び第13期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．第13期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

 

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期 

会計期間 

自平成16年 
５月１日 
至平成16年 
10月31日 

自平成17年
５月１日 
至平成17年 
10月31日 

自平成18年
５月１日 
至平成18年 
10月31日 

自平成16年
５月１日 
至平成17年 
４月30日 

自平成17年 
５月１日 
至平成18年 
４月30日 

売上高（千円） 1,938,725 1,613,522 3,041,528 4,030,184 4,952,078

経常利益又は経常損失 
（千円） 

△16,233 △333,374 △84,927 135,377 268,138

中間（当期）純利益又は中間
純損失（千円） 

△36,668 △206,105 △50,089 68,939 153,359

純資産額（千円） 2,120,122 4,127,894 4,484,792 2,226,164 4,505,251

総資産額（千円） 5,243,211 6,678,411 8,818,731 5,247,218 7,058,230

１株当たり純資産額（円） 151,816.87 100,538.12 107,995.39 79,693.73 109,536.87

１株当たり中間（当期）純利
益又は中間純損失（円） 

△3,037.35 △5,613.50 △1,216.68 2,647.96 3,945.28

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

－ － － 2,517.06 3,781.74

自己資本比率（％） 40.4 61.9 50.7 42.4 63.8

営業活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

56,369 △125,304 258,771 △744,441 △278,431

投資活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

△14,175 △179,425 △131,664 △200,337 △396,965

財務活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

837,888 1,331,907 1,912,211 909,891 1,089,511

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（千円） 

1,434,112 1,555,108 2,994,739 522,719 953,691

従業員数（人） 153 198 226 172 225



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益金額又は中間純損失金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期 

会計期間 

自平成16年 
５月１日 
至平成16年 
10月31日 

自平成17年
５月１日 
至平成17年 
10月31日 

自平成18年
５月１日 
至平成18年 
10月31日 

自平成16年
５月１日 
至平成17年 
４月30日 

自平成17年 
５月１日 
至平成18年 
４月30日 

売上高（千円） 1,948,369 1,570,096 2,359,219 3,980,217 4,714,239

経常利益又は経常損失 
（千円） 

△28,291 △335,809 △129,126 83,479 215,051

中間（当期）純利益又は中間
純損失（千円） 

△41,097 △205,629 △79,468 28,703 118,882

資本金（千円） 881,481 1,939,281 1,957,082 881,631 1,942,791

発行済株式総数（千株） 13,965 41,058 41,350 27,934 41,130

純資産額（千円） 2,110,722 4,073,211 4,329,179 2,178,905 4,401,424

総資産額（千円） 5,226,202 6,551,384 8,465,166 5,157,774 6,759,905

１株当たり配当額（円） － － － 550 600

自己資本比率（％） 40.4 62.2 51.1 42.2 65.1

従業員数（人） 111 116 126 119 125



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）１．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

    ２．持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと、次のとおりであります。 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員は就業人員であります。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社及び連結子会社において、労働組合は結成されておりませんが、労使関係につきましては円満に推移しております。 

  

  

名称 住所 
資本金
（千円）

主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社） 
オー・エイチ・ティー・
ディー・ビー・エム株式
会社 

広島県福山市 20,000
光学部品の計測装
置の販売 

80.0 役員の兼務 ５名

OHT Technical Service 
（Thailand）Co., Ltd. 
（注）１ 

Khet Bangna, 
Province of Bangkok 
Metropolis, Thailand 

200万
タイ
バーツ

電気検査装置の販
売及び保守点検業
務 

46.0
当社製品の販売 
役員の兼務 ３名 
資金援助あり 

（持分法適用関連会社） 
dBm Optics, Inc 
（注）２ 

Road Lafayette, CO, 
USA 

11,967千
米ドル

光学部品の計測装
置の企画・開発・
製造・販売 

18.4 役員の兼務 １名

  平成18年10月31日現在

事業部門別の名称 従業員数（人）

非接触電気検査装置部門   89 

接触電気検査装置及びその他部門   56 

海外部門   57 

管理部門   24 

合計   226 

  平成18年10月31日現在

従業員数（人） 126 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における世界経済は、2006年第２四半期の米国実質ＧＤＰ（国内総生産）が、８月末に発表された暫

定推定値の前期比年率2.9％から同2.6％に下方修正され、特に住宅投資が昨年第４四半期から３期連続のマイナスとなるな

ど、景気後退懸念が徐々に出始めております。 

 また、当中間連結会計期間におけるわが国経済は、７-９月期の実質ＧＤＰが前期比＋0.2％、年率換算で＋0.8％と７期連

続のプラス成長となりましたが、11月に発表された速報値に比べて設備投資の伸びが鈍化し0.3％の大幅な下方修正となり、

年率換算では４-６月期の1.1％成長から大きく減速いたしました。その内容では、民間企業設備が同＋1.5％と依然として伸

びているものの、11月速報値と比べ1.4％下方修正、民間最終消費支出についても11月速報値と比べ0.2％下方修正の同△

0.9％とマイナス成長となりました。これらは、企業の設備投資意欲が継続しているものの、賃金の伸び悩みによる個人消費

の減退を如実に表したものであり、将来の景気後退懸念はますます強まりつつある状況となっております。 

 このような環境下、当社グループの属する電子基板業界におきましては、液晶・ＰＤＰテレビの価格下落、生産素材の高

騰等から、液晶・ＰＤＰメーカーの一部において、業績が大幅に悪化するなどの影響により、巨額となる設備投資を延期す

るなど、懸念すべき事項が生じておりますが、一方では、計画通りの設備投資を実行する企業もあり、まだら模様の状況と

なりつつあります。また、ＦＰＣ（フレキシブル基板）、ＴＡＢ（テープ基板）業界においては、一部のメーカーで一時的

な需要の減少から生産調整を余儀なくされた企業も出始めているものの、総じて堅調に推移しております。 

 このような状況の下、当社グループはユーザーの要望に対し非接触電気検査技術を用いて応えるべく研究開発を重ねると

共に、ユーザーの満足度を最大限に高めるため、サービスサポート体制の充実及び装置の改善に取り組んでまいりました。

具体的には、液晶・ＰＤＰメーカーに対して、当社のガラス基板検査装置（ＧＸ－３）の機能向上を目指した研究開発に取

組むとともに、装置のトラブル時に24時間体制でサービスサポートを行うことで、受注した装置を確実に出荷できるよう対

応いたしました。また、国産化の要望が強い一部の海外ユーザーの意向を受けて、子会社のKOHT Co., Ltd.において当該ガ

ラス基板検査装置の組み立てを開始いたしました。これらの活動に加え、ユーザーからの前倒し出荷要求に応えるべく、装

置の製造を急ピッチで進めたことで、当該ガラス基板検査装置におきましては当初予定を大幅に上回る台数を出荷すること

ができております。 

 他方、ＦＰＣ、ＴＡＢ基板メーカーに対しては、今まで培った非接触電気検査技術の向上を図るとともに、基板搬送機構

の改善・改良を重ね、ユーザーの要望に、より合致した製品を作り上げることで、ほぼ当初予定どおりの出荷を行うことが

できております。 

 一方、利益につきましては、ユーザーからのガラス基板検査装置の前倒し出荷要請や、韓国内での製品組み立てに係わる

協力企業での作業が増大し、当初予定していた金額を超える外注加工費の計上を余儀なくされました。また、KOHT Co., 

Ltd.において、ガラス基板検査装置の組み立てについて、外注を活用して開始したことから当該業務の開始に係わる初期費

用の計上により、同社の利益が予算を下回る結果となりました。更に、パッケージ基板向け新型検査装置の開発のための費

用計上もあり、売上原価のうち、外注加工費が当初予算を超過したことで、売上の増加による利益額増を吸収しきれず、当

初予算を下回る結果となりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は3,041,528千円（前年同期比88.5％増）、経常損失は84,927千円、中間

純損失は50,089千円となりました。また、単体における当中間会計期間の業績は、売上高は2,359,219千円（前年同期比

50.3％増）、経常損失は129,126千円、中間純損失は79,468千円となりました。 

［非接触電気検査装置部門］ 

 非接触電気検査装置部門におきましては、総じて液晶・ＰＤＰテレビメーカーによる設備投資は継続されておりますが、

収益の低下に起因して一部のメーカーにおいては、当該設備投資を延期又は中止するところも出始めております。当社にお

きましては、当該延期又は中止の影響はなく、受注物件に係わるキャンセル等は出ておりません。逆に下期にかけても納期

前倒しの強い要請を受けております。この結果、ガラス基板検査装置は、当初予定を数台上回る台数の出荷を行うことがで

きました。 

 他方、ＦＰＣ・ＴＡＢ等のプリント基板向け検査装置に関しましては、ほぼ予定どおりの出荷を行うことができておりま

す。また、非接触検査治具につきましても、中国における子会社（卓超高科技電子（上海）有限公司）における製造体制が

整備されつつあり、好調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は2,476,603千円（同106.1％増）となりました。 

［接触電気検査装置部門］ 

 接触電気検査装置部門におきましては、当該製品が対象としているプリント基板の生産が中国をはじめとするアジア圏諸

国へのシフトが継続しているため、国内での設備投資は減少を続けておりますが、例年、大きな変動はありません。当中間

連結会計期間におきましても、装置、治具ともほぼ計画とおりの売上を計上することができております。一方、海外へ生産



がシフトされる傾向が一層強まりつつあることから、海外における治具の製造体制を整えるため、新たにタイ王国（以下

「タイ」と言います。）に、まずはサービスサポート、販売拠点としての子会社（OHT Technical Service (Thailand) Co., 

Ltd.）を設立いたしました。 

 この結果、売上高は465,074千円（同68.0％増）となりました。 

［その他の部門］ 

 その他部門におきましては、他社が製造している外観検査装置及びプリント基板製造装置等を、当社において、ユーザー

の要望に合わせてカスタマイズして販売しております。外観検査装置につきましては、接触治具の製造販売を通じて獲得し

たユーザーニーズを的確に捉えることで、当初予算を上回る台数の売上を計上することができました。 

 一方、プリント基板製造装置に関しましては、大半の装置の売上計上の時期が下半期以降にずれ込んだことから、当中間

連結会計期間における売上高の計上は小額に留まっております。また、当中間連結会計期間に設立した光部品向け計測装置

を取り扱っておりますオー・エイチ・ティー・ディー・ビー・エム株式会社につきましては、売上を計上することができま

せんでした。 

 この結果、売上高は99,849千円（同26.1％減）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ1,439,630千円

増加し、2,994,739千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、258,771千円（前年同期は125,304千円の使用）となりま

した。これは主に、税金等調整前中間純損失84,779千円、たな卸資産の増加119,533千円を計上したものの、売上債権の減

少511,582千円を計上したこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は131,664千円（前年同期比26.6％減）となりました。これは

主に本社における駐車場等の整備を行ったこと等による有形固定資産の取得による支出59,811千円、新たに関連会社と

なったdBm Optics, Inc.の株式を追加取得したことによる関係会社株式取得による支出52,029千円を計上したことによる

ものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、1,912,211千円（前年同期比43.6％増）となりました。こ

れは主に、借入金の返済として1,091,868千円を支出したものの、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

2,999,400千円を計上したことによるものです。 

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当社製品群は基本的には受注生産でありますが、電気検査装置につきましては、業界の慣習等の理由により、正式注文書の

発行が受注時にされず、販売金額が受注時と納品時で異なることもあるために受注金額の把握が困難となっております。ま

た、電気検査用治具につきましては、受注後３日から10日間くらいと非常に納期が短くなっております。これらの理由によ

り、受注状況の記載は省略しております。 

  

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた問題はありません。 

 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,613,317 146.7 

接触電気検査装置部門 454,200 185.9 

その他部門 99,849 73.9 

合計 3,167,366 146.6 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 2,476,603 206.1 

接触電気検査装置部門 465,074 168.0 

その他部門 99,849 73.9 

合計 3,041,528 188.5 



４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 当社グループはプリント基板、半導体パッケージ向け基板及びガラス基板等向けの電気検査装置の開発・製造・販売を主な業

務としております。 

 プリント基板のピンコンタクト（注1）による従来の検査方法は、配線間隔の微細化や、プリント基板そのものの薄型化に対応

しきれない状況も生じつつあります。当社グループは、この中でも特に微細なパターンを高速で検査できる装置の開発に努めて

おります。 

 また、ガラス基板を非接触で電気検査する装置の能力向上に関する開発を行っております。これまで配線内の欠陥位置特定に

は一部接触検査で対応してきましたが、非接触位置検出センサーを開発し、従来の当社製品性能と同等の位置特定能力を発揮す

ることが可能となりました。 

 当中間連結会計期間における研究開発費については、53,734千円となっております。なお、セグメント別の研究開発費につい

ては、区別して管理していないため記載しておりません。 

  

 部門別の研究開発活動を示すと、次のとおりであります。 

（1）非接触電気検査装置部門 

① ガラス基板向けオープン／ショート検査の性能向上 

 ガラス基板に形成された微細配線の欠陥を非接触センサーで検出する当社独自のオープン／ショート検査装置は、その市

場価値を認められるに従い、要求される性能も高くなってきております。具体的には欠陥検出性能の向上と処理能力の向上

となります。 

 これらの市場要求に対応するため、検出性能についてはセンサー感度の改良と検査信号印加方法に独自の手法を用いたシ

ステムを開発し、現在、性能及び信頼性を確認中です。 

 処理能力向上については、これまでソフトウェアで処理してきたプロセスをファームウェア（注２）化し、処理能力向上

を図るとともに、信頼性とメンテナンス性を向上させる機能を盛り込み、サービスコストの削減を図ってまいります。現

在、試作ユニットを製作し、動作確認を実施している段階であります。 

 今後さらに検知性能を向上させるための改良開発を継続し、完全非接触検査についても市場にアピールしていくことに加

え、さらなるコア技術の研鑽を通じ、大型ＬＣＤ（注３）パネル、ＰＤＰパネルにとどまらず、中小型ＬＣＤパネルや他の

ＦＰＤパネルの市場も開拓してまいります。 

  

   ② 高速ＴＦＴ－Ａｒｒａｙテスターの市場調査及び要素技術開発 

 上述のオープン／ショート検査は、ＴＦＴ－ＬＣＤ製造工程の途中工程において、ＴＦＴ基板上に配線だけ形成した段階

で欠陥の検出を実施いたしますが、その後基板はさらに格子状に画素を形成したＴＦＴ最終工程へ移ります。ＴＦＴ最終工

程での検査においては、２次元に並んだＴＦＴ及び画素を全て検査するアレイテスターが別に必要となります。 

 近年、パネルの大型化に伴いＴＦＴアレイテスター（注４）の重要性が認識され、性能及び処理能力もより高いものが要

求されるようになってきております。当社は、オープン／ショート検査装置で培った非接触センシング技術を応用し、アレ

イテスター向け非接触ラインセンサーの試作を行い、検証してまいりました。 

 当中間連結会計期間においては、装置コンセプトとその市場性についてあらゆる角度から検討及び検証を行い、一部新し

い原理を用いた装置の適応性についても検証し、未だ完全な検出性能を持つＴＦＴアレイテスターがないと言われる市場に

対する１つの解決策を見いだすことができました。 

 今後開発をさらに進め、ＴＦＴアレイテスター市場にも参入し、ＴＦＴ基板製造工程の検査を総合的に提供していく方針

を改めて確認するとともに、実機搭載可能なラインセンサーの開発、ならびに装置化に必要な要素技術の開発を進めてまい

ります。 

 



③ ハーネス向け検査装置の開発 

 当中間連結会計期間において、ハーネス及びケーブル向け完成品検査のベースとなりうる、ネットワーク式ハーネス検査

装置を完成させ、ハーネスメーカーに納入いたしました。この装置は従来の装置と比較し、配線量が数百分の１になり、検

査速度も２～３倍高速である等の特徴を有しております。完成品検査は出荷前の最終検査であり、中間工程とは比較になら

ない信頼性が要求されます。このネットワーク式ハーネス検査装置を市場投入することで、不良率の大幅な低減による品質

の向上及び製造工程の改善によるコスト削減ができると考えております。 

  

④ プリント基板向け非接触抵抗測定 

 研究の目的は、非接触方式での、基板の良・不良を判定するひとつの基準である配線の「抵抗値」の測定技術の確立であ

ります。既にガラス基板向け検査で当該非接触抵抗測定技術を確立することはできましたが、複雑な配線パターンが形成さ

れるプリント基板における当該技術の応用が望まれております。そのため、当社は、選任の担当者を配置し早期の実現を目

指してまいります。 

  

（2）接触電気検査装置部門 

 該当事項はありません。 

  

（3）その他部門 

 前連結会計年度より、フレキシブル基板、テープ基板向け全自動両面露光装置の取り扱いを開始いたしましたが、日本国

内のユーザーの高度な要望に応えるべく、装置全体の構成、搬送設備の改良等に着手しております。 

 上記基板メーカーにおいては、生産量が増大する両面基板の生産効率向上を企図しており、当該装置に対する要望が数多

く寄せられておりますので、当該改良等により設備が導入されれば、ユーザーの生産効率向上に寄与できるものと考えてお

ります。 

  

 （注１）「ピンコンタクト」とは、通常は電気検査を行う場合に電極を検査しようとする配線又は電子部品に接触させ電流を流し

て検査を行い、このピンを接触させることです。 

 （注２）「ファームウェア」とは、ハードウェアの基本的な制御を行なうために機器に組み込まれたソフトウェアのことを言いま

す。 

 （注３）「ＬＣＤ」とは、“Liquid Crystal Display”の略称であり、液晶を利用した表示装置のことです。 

 （注４）「ＴＦＴアレイテスター」とは、ＴＦＴアレイ基板の電気的回路機能を検査する装置のことです。 

また、「ＴＦＴアレイ基板」とは、マトリックス状に多数配列した基板のことです。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 当中間連結会計期間における重要な設備の新設の計画は、当初は研究室用の設備の増設を考えておりましたが、当連結会計

期間において、当該研究室用の設備、また事務所並びに既存事業である治具等の生産設備の増強等を含む新社屋の建設に計画

を変更しております。しかし、設備計画の全体像はほぼ出来上がっているものの、設備規模及び完成時期等については計画の

策定中であります。設備投資額については、当初の予定より多額となる予定となっており、資金は、平成17年６月30日を払込

期日とする第三者割当増資及び平成18年10月２日を払込期日とする第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行によって

得た資金を充当する予定となっております。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２．「提出日現在発行数」欄には、平成19年１月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法第280条ノ

19第１項の規定に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む）により発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 150,000 

計 150,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年10月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年１月30日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 41,350 41,386 東京証券取引所マザーズ （注）１ 

計 41,350 41,386 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法等改正整備法第19条１項の規定により新株予約権とみなされる旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権

の状況 

（平成12年７月28日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割等または権利行使価額を下回る払込価額で新株を発行する場合には、権利行使価額及び付与株数を次に

定める算式を持って調整する。 

  

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ、１株未満の端数はこれを切り捨てる。 

２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1）対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為があった場合又は対象者が当社と競合関係にある会社の取締役、監査

役、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株引受権の付与の目的上対象者に新株引受権を行使

させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された新株引受権は直ちに失効し、その後新株

引受権を行使することができないものとする。 

(2）新株引受権の相続はこれを認める。但し、行使期間の初日の到来後に死亡した場合に限る。 

新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

(3）年間行使価額の制限 

対象者は新株引受権の行使によって発行される株式の発行価格の合計額が年間（１月１日から12月31日まで）金1,000

万円を越えないように、付与された新株引受権を行使しなければならない。 

(4）会社の合併 

当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、未行使の新株引受権はかかる吸収合併又は新設合併にかかる契約の

定めに従う。 

(5）上記以外の条件については、当社と個別の対象者との間で締結された新株引受権付与に関する契約によるものとす

る。 

３．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した

者の新株予約権の数及び権利が行使された新株予約権の数を減じております。 

  

② 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成14年７月26日定時株主総会） 

  
中間会計期間末現在
（平成18年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 260（注）１、３ 240（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  75,000円
       （注）１ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月20日から
平成22年７月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   75,000円
資本組入額  37,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株引受権は、第三者に譲渡した
り、担保権を設定したり、その他
の処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
調整後付与株式数 ＝ 

調整前付与株式数 × 調整前権利行使価額   

  調整後権利行使価額   

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

  
調整後権利行使価額 ＝ 調整前権利行使価額×

調整前権利行使価額 

  既発行株式数＋分割・新規発行株式数 

  
中間会計期間末現在
（平成18年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 



 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数

は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使

による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及びそ

の他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこ

の限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予

約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した

者の新株予約権の数及び権利が行使された新株予約権の数を減じております。 

 

新株予約権の数（個） 413（注）５ 410（注）５ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,652（注）１、５ 1,640（注）１、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  75,000円
       （注）２、３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月20日から
平成24年７月25日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   75,000円
資本組入額  37,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役
会の承認を必要とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１   

  分割・併合の比率   

          
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１株当たり時価 

  既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成15年７月28日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数

は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使

による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及びそ

の他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこ

の限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予

約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した

者の新株予約権の数及び権利が行使された新株予約権の数を減じております。 

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 

新株予約権の数（個） 85（注）５ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 340（注）１、５ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり 156,000円
     （注）２、３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月20日から
平成24年７月25日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  156,000円
資本組入額  78,000円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役
会の承認を必要とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１   

  分割・併合の比率   

          
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１株当たり時価 

  既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成16年７月28日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数

は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使

による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及びそ

の他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこ

の限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予

約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した

者の新株予約権の数を減じております。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 

新株予約権の数（個） 254（注）５ 252（注）５ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 508（注）１、５ 504（注）１、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり 217,926円
     （注）２、３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月20日から
平成26年７月25日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  217,926円
資本組入額  108,963円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を必要とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１   

  分割・併合の比率   

          
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１株当たり時価 

  既発行株式数＋新規発行株式数 



⑤ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成17年７月27日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数

は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使

による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及びそ

の他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこ

の限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予

約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した

者の新株予約権の数を減じております。 

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 

新株予約権の数（個） 2,396（注）５ 2,390（注）５ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,396（注）１、５ 2,390（注）１、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり 710,660円
     （注）２、３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月20日から
平成26年７月25日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  710,660円
資本組入額  355,330円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を必要とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１   

  分割・併合の比率   

          
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

  
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

１株当たり時価 

  既発行株式数＋新規発行株式数 



⑥ 会社法に基づき発行した新株予約権付社債の状況 

（平成18年９月15日取締役会決議） 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権付社債の残高を10月末現在の新株予約権の行使時の払込金額で除し

て得られる整数を表示しております。 

２．新株予約権の行使時の払込金額（以下「転換価額」という）は、当初804,166円とし、本新株予約権付社債の発行後、毎

年１月、４月、７月及び10月の第１金曜日（以下「修正日」という。）の前取引日まで（同日を含む。）の15連続取引

日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に相当する金額の１円未満の端数を切り

上げた金額が、当該修正日の直前に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、各修正日以降かかる金額

に修正されます。また、修正後の転換価額が562,917円（以下「下限転換価額」という。）を下回ることとなる場合、転

換価額は下限転換価額となります。 

 なお、①時価を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社の普通株式を処分する場

合（但し、新株予約権の行使、取得請求権付株式または取得条項つき株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求で

きる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。）、②株式の分割により普通株式を発行する場合、③時

価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式または時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行または付与する場合、④当社の発行した取得条項付株式または取

得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、⑤上記①ないし③の場

合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を

条件としている場合については、下記の算式により転換価額を調整します。 

３．①新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、注２欄記載の転換価額とします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従っ

て算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切

り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額としま

す。 

  

  
中間会計期間末現在
（平成18年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 

新株予約権の数（個） 40 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,730（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 804,166円（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年10月10日
至 平成21年９月18日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 804,166円
資本組入額 402,083円 

 （注）３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使はで
きない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権付社債は、本社債
と本新株予約権のうち一方のみ
を譲渡することはできない。 

同左 

代用払込に関する事項 

各本新株予約権の行使に際して
出資される財産は、当該本新株
予約権に係わる社債とし、当該
本社債の価額は、原則その払込
金額と同額とする。 

同左 

        
  

既発行株式数 

  

＋ 

新発行・処分 

株式数 
× 

１株当たりの 

払込金額 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 新株引受権及び新株予約権の権利行使による増加であります。 

  

(4）【大株主の状況】 

 （注）１．上記日本証券金融株式会社及び大阪証券金融株式会社の所有株式のうち、有価証券の貸借の媒介等の業務に係る株式数

は、それぞれ3,435株及び3,256株であります。 

    ２．前事業年度末現在主要株主であったコメルツバンク（サウス イースト アジア）リミテッドは、当中間期末主要株主

ではなくなりました。 

  

 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

平成18年５月１日～ 
平成18年10月31日 

220 41,350 14,291 1,957,082 14,291 1,944,866

    平成18年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

石岡 聖悟 広島県福山市 7,656 18.5 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 3,435 8.3 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２－４－６ 3,256 7.9 

株式会社だいこう証券ビジネス 東京都中央区日本橋兜町13－１ 2,569 6.2 

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－13－14 2,002 4.9 

楽天証券株式会社 東京都港区六本木６－10－１ 1,738 4.2 

國谷 光司 埼玉県草加市 1,370 3.3 

佐藤 隆雄 東京都葛飾区 1,246 3.0 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２－６－４ 1,233 3.0 

猪口 潔 静岡県田方郡函南町 1,196 2.9 

計 － 25,701 62.2 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が421株含まれております。なお、「議決権の数」欄

には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数421個が含まれておりません。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）退任役員 

  

 

  平成18年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,350 40,929
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 41,350 － － 

総株主の議決権 － 40,929 － 

    平成18年10月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

最高（円） 709,000 746,000 733,000 825,000 877,000 990,000 

最低（円） 627,000 665,000 690,000 725,000 795,000 852,000 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 － 杉原 清 平成18年10月20日 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年５月１日から平成17年10月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年５月１日から平成17年10月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年５月１日から平成17年10月31日まで）及び当

中間連結会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年５月１

日から平成17年10月31日まで）及び当中間会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）の中間財務諸表について、

創研合同監査法人により中間監査を受けております。 

  

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金    1,698,968 3,145,337  1,101,286 

２．受取手形及び売掛
金 

※３  1,912,332 1,883,964  2,390,139 

３．たな卸資産    2,164,774 2,693,436  2,575,767 

４．繰延税金資産    186,651 82,350  54,219 

５．その他    52,503 59,549  66,146 

貸倒引当金    △450 △1,091  △967 

流動資産合計    6,014,779 90.1 7,863,546 89.2  6,186,592 87.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物及び構築物   205,791  228,732 207,419  

(2）機械装置及び運
搬具 

  45,911  86,196 90,900  

(3）工具器具備品   44,027  40,117 41,442  

(4）土地   127,934  148,934 127,934  

(5) 建設仮勘定   － 423,664 1,828 505,809 7,547 475,244 

２．無形固定資産    180,705 206,912  199,311 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   5,578  168,203 120,626  

(2）敷金保証金   29,072  36,965 37,656  

(3）繰延税金資産   4,326  21,538 24,480  

(4）その他   22,584  18,055 16,618  

貸倒引当金   △2,300 59,261 △2,300 242,463 △2,300 197,082 

固定資産合計    663,631 9.9 955,184 10.8  871,638 12.3

資産合計    6,678,411 100.0 8,818,731 100.0  7,058,230 100.0

             



  

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

※３  849,137 918,254  956,644 

２．短期借入金    1,159,952 117,624  966,624 

３．未払法人税等    10,724 21,968  111,210 

４．賞与引当金    28,728 33,770  31,711 

５．その他    46,501 87,659  71,154 

流動負債合計    2,095,043 31.4 1,179,277 13.4  2,137,345 30.3

Ⅱ 固定負債       

１．新株予約権付社債    － 3,000,000  － 

２．長期借入金    447,506 148,878  391,746 

３．退職給付引当金    3,968 5,783  5,472 

固定負債合計    451,474 6.7 3,154,661 35.7  397,218 5.6

負債合計    2,546,518 38.1 4,333,939 49.1  2,534,563 35.9

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    3,999 0.0 － －  18,415 0.3

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    1,939,281 29.1 － －  1,942,791 27.5

Ⅱ 資本剰余金    1,927,065 28.9 － －  1,930,575 27.3

Ⅲ 利益剰余金    251,550 3.8 － －  611,015 8.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   472 0.0 － －  △3,319 △0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    9,523 0.1 － －  24,188 0.3

資本合計    4,127,894 61.9 － －  4,505,251 63.8

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   6,678,411 100.0 － －  7,058,230 100.0

              



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 1,957,082 22.2  － －

２ 資本剰余金    － － 1,944,866 22.1  － －

３ 利益剰余金    － － 536,248 6.1  － －

株主資本合計    － － 4,438,197 50.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ 為替換算調整勘定    － － 27,411 0.3  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 27,411 0.3  － －

Ⅲ 少数株主持分    － － 19,183 0.2  － －

純資産合計    － － 4,484,792 50.9  － －

負債純資産合計    － － 8,818,731 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    1,613,522 100.0 3,041,528 100.0  4,952,078 100.0

Ⅱ 売上原価    1,358,529 84.2 2,473,552 81.3  3,511,097 70.9

売上総利益    254,992 15.8 567,976 18.7  1,440,981 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

      

１．役員報酬   44,050  63,489 102,061  

２．給与手当   95,671  156,852 229,088  

３．旅費交通費   98,355  102,610 200,083  

４．販売手数料   53,460  6,050 55,660  

５．貸倒引当金繰入額   50  123 564  

６．賞与引当金繰入額   8,803  11,236 10,693  

７．その他   212,319 512,709 31.8 298,675 639,038 21.0 518,271 1,116,421 22.5

営業利益又は営業
損失（△） 

   △257,717 △16.0 △71,062 △2.3  324,560 6.6

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   204  1,832 468  

２．為替差益   5,222  4,698 －  

３．助成金収入   －  － 18,711  

４．その他   1,142 6,569 0.4 1,231 7,763 0.2 17,418 36,598 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   12,749  6,312 22,793  

２．手形等売却損   －  3,832 －  

３．新株発行費   68,432  － 68,432  

４．株式交付費   －  285 －  

５．持分法による投資
損失 

  －  9,944 －  

６．その他   1,045 82,226 5.1 1,253 21,628 0.7 1,793 93,019 1.9

経常利益又は経常
損失（△） 

   △333,374 △20.7 △84,927 △2.8  268,138 5.4

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却
益 

  －  － 1,026  

２．固定資産売却益 ※１ － － － 147 147 0.0 － 1,026 0.0

 Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 ※２ 533  － 533  

２．たな卸資産評価損   525  － 525  

３．子会社株式売却損   － 1,058 0.0 － － － 462 1,521 0.0

税金等調整前当期
純利益又は税金等
調整前中間純損失
（△） 

   △334,432 △20.7 △84,779 △2.8  267,643 5.4

法人税、住民税及
び事業税 

  1,437  930 114,777  

法人税等調整額   △128,265 △126,827 △7.8 △28,988 △28,057 △0.9 △8,107 106,669 2.2

少数株主利益又は
少数株主損失
（△） 

   △1,499 △0.1 △6,632 △0.2  7,613 0.1

当期純利益又は中
間純損失（△） 

   △206,105 △12.8 △50,089 △1.7  153,359 3.1

              



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    869,415 869,415

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 増資による新株の発行   1,057,650 1,057,650 1,061,160 1,061,160

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   1,927,065 1,930,575

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    473,019 473,019

Ⅱ 利益剰余金増加高    

当期純利益   － － 153,359 153,359

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．中間純損失   206,105 －

２．配当金   15,363 221,469 15,363 15,363

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   251,550 611,015

     



中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

  

 （注） 平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年４月30日 残高（千円） 1,942,791 1,930,575 611,015 4,484,383

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行（千円） 14,291 14,291 28,582

剰余金の配当（千円）（注） △24,678 △24,678

中間純損失（千円） △50,089 △50,089

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

14,291 14,291 △74,767 △46,185

平成18年10月31日 残高（千円） 1,957,082 1,944,866 536,248 4,438,197

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年４月30日 残高（千円） △3,319 24,188 20,868 18,415 4,523,667

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行（千円）   28,582

剰余金の配当（千円）（注）   △24,678

中間純損失（千円）   △50,089

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

3,319 3,223 6,543 767 7,310

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

3,319 3,223 6,543 767 △38,874

平成18年10月31日 残高（千円） － 27,411 27,411 19,183 4,484,792



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
純損失（△） 

  △334,432 △84,779 267,643 

減価償却費   26,188 36,578 52,719 

連結調整勘定償却   1,155 － 3,275 

のれんの償却   － 2,183 － 

貸倒引当金の増加額   50 123 567 

賞与引当金の増加額   2,950 2,059 5,933 

退職給付引当金の増
加額 

  922 263 2,177 

受取利息及び受取配
当金 

  △204 △1,832 △468 

支払利息   12,749 6,312 22,793 

為替差損益   △317 △111 △271 

新株発行費   68,432 － 68,432 

株式交付費   － 285 － 

社債発行費   － 600 － 

子会社株式売却損   － － 462 

持分法による投資損
失 

  － 9,944 － 

投資有価証券売却益   － － △1,026 

有形固定資産除却損   533 － 533 

有形固定資産売却益   － △147 － 

売上債権の減少額   796,678 511,582 321,857 

たな卸資産の増加額
（△） 

  △789,469 △119,533 △1,186,046 

その他流動資産の増
加（△）又は減少額 

  1,006 6,495 △9,962 

仕入債務の増加又は
減少額（△） 

  186,576 △40,499 280,020 

未払費用の増加額   － 24,906 25,567 

割引手形の減少額
（△） 

  △37,385 － △37,385 

その他流動負債の減
少額（△） 

  △27,544 △9,603 △28,979 

小計   △92,109 344,826 △212,155 

利息及び配当金の受
取額 

  204 1,832 468 

利息の支払額   △12,749 △6,584 △22,793 

法人税等の支払額   △20,650 △81,302 △43,951 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △125,304 258,771 △278,431 



  
  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
     

定期預金の預入によ

る支出 
  △14,203 △9,415 △135,095 

定期預金の払戻によ

る収入 
  35,407 6,412 152,564 

有形固定資産の取得

による支出 
  △59,026 △59,811 △127,971 

有形固定資産の売却

による収入 
  － 360 － 

無形固定資産の取得

による支出 
  △28,381 △16,534 △56,435 

投資有価証券の取得

による支出 
  － － △121,970 

投資有価証券の売却

による収入 
  － － 1,566 

連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の取

得による支出 

  

  
△89,242 － △89,242 

子会社株式の売却に

よる収入 
  － － 2,922 

関係会社株式の取得

による支出 
  － △52,029 － 

敷金保証金の増加

（△）又は減少額 
  △10,534 739 △16,633 

その他投資等の増加

額（△） 
  △13,444 △1,385 △6,669 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
  △179,425 △131,664 △396,965 

Ⅲ 財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
    

短期借入金の純減少

額 
  △616,670 △800,000 △816,670 

長期借入れによる収

入 
  － － 20,000 

長期借入金の返済に

よる支出 
  △83,476 △291,868 △152,564 

新株予約権付社債の

発行による収入 
  － 2,999,400 － 

株式の発行による収

入 
  2,046,867 28,296 2,053,887 

配当金の支払額   △14,813 △23,617 △15,141 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
  1,331,907 1,912,211 1,089,511 

Ⅳ 現金及び現金同等物に

係る換算差額 
  5,211 1,729 16,857 

Ⅴ 現金及び現金同等物の

増加額 
  1,032,389 2,041,048 430,971 

Ⅵ 現金及び現金同等物の

期首残高 
  522,719 953,691 522,719 

Ⅶ 現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高 
  1,555,108 2,994,739 953,691 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      ５社 連結子会社の数      ７社 連結子会社の数      ５社 

  株式会社エス・ティー・エフ 

KOHT Co.,Ltd. 

卓超高科技電子（上海）有限公

司 

唯一高科技股份有限公司 

日本電針株式会社 

 上記のうち、日本電針株式会

社については、当中間連結会計

期間に株式を取得したため、連

結の範囲に含めております。 

株式会社エス・ティー・エフ 

KOHT Co.,Ltd. 

卓超高科技電子（上海）有限公

司 

唯一高科技股份有限公司 

日本電針株式会社 

オー・エイチ・ティー・ディ

ー・ビー・エム株式会社 

OHT Technical Service 

（Thailand）Co.,Ltd. 

 上記のうち、オー・エイチ・

ティー・ディー・ビー・エム株

式会社及びOHT Technical 

Service （Thailand）Co.,Ltd. 

については、当中間連結会計期

間において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

株式会社エス・ティー・エフ 

KOHT Co.,Ltd． 

卓超高科技電子（上海）有限公

司 

唯一高科技股份有限公司 

日本電針株式会社 

 上記のうち、日本電針株式会

社については、当連結会計年度

において新たに株式を取得した

ため、連結の範囲に含めており

ます。 

２．持分法の適用に関する事

項 

① 持分法適用会社 ① 持分法適用会社の数  １社 ① 持分法適用会社 

 該当事項はありません。  dBm Optics, Inc.  

 なお、平成18年７月にdBm 

Optics, Inc.の株式を18.4％ま

で追加取得いたしましたが、実

質的な影響力を有しているた

め、持分法を適用しておりま

す。 

 該当事項はありません。 

  ② 持分法を適用していない関連

会社 

② 持分法を適用していない関連

会社 

② 持分法を適用していない関連

会社 

   OHT Asia PTE Ltd.は中間

連結純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

しております。 

 同左  OHT Asia PTE Ltd.は当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外して

おります。 



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、KOHT Co., 

Ltd.、卓超高科技電子（上海）有

限公司及び唯一高科技股份有限公

司の中間決算日は、６月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、９月30日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

 また、日本電針株式会社の中間

決算日は９月30日であります。 

 ただし、中間連結決算日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社のうち、KOHT Co., 

Ltd.、卓超高科技電子（上海）有

限公司、唯一高科技股份有限公司

及びOHT Technical Service 

(Thailand) Co., Ltd.の中間決算

日は、６月30日であり、中間連結

財務諸表の作成に当たっては、９

月30日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しており

ます。 

 また、日本電針株式会社及びオ

ー・エイチ・ティー・ディー・ビ

ー・エム株式会社の中間決算日は

９月30日であります。 

 ただし、中間連結決算日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社のうち、KOHT Co., 

Ltd.、卓超高科技電子（上海）有

限公司及び唯一高科技股份有限公

司の決算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当って

は、３月31日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

 また、日本電針株式会社の決算

日は３月31日であります。 

 ただし、連結決算日までの期間

に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの ───── 時価のあるもの 

   中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

   連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法  同左  同左 

  ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

  製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

  主として個別法による原価法  同左 同左 

  原材料 原材料 原材料 

  主として移動平均法による原

価法 

 同左 同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定

率法を、また、在外連結子会社

は定額法を採用しております。

（ただし、当社及び国内連結子

会社は平成10年４月１日以降に

取得した建物（付属設備を除

く）は定額法によっておりま

す。） 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

同左 

  

  

  

  

  

  

  

   なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

    

  建物及び構築物  10～30年

機械装置及び運搬具 

         ５～10年 

    



  

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

  ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

 同左  同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えて、当社及び国内連結子会社

は一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。また、在

外連結子会社は主として特定の

債権について回収不能見込額を

計上しております。 

 同左  同左 

  ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 

   当社及び国内連結子会社は従

業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当期負担額を計上しておりま

す。 

 同左  同左 

  ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 ハ．退職給付引当金 

   当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末に

おける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 同左  当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しておりま

す。 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 



  

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の用件

を充たしている場合には振当て

処理を採用しております。 

 同左  同左 

  ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…原材料輸入によ

る外貨建買入債

務 

 同左  同左 

  ハ．ヘッジ方針 ハ．ヘッジ方針 ハ．ヘッジ方針 

    為替変動リスクの低減のた

め、対象債務の範囲内でヘッジ

を行なっております。 

 同左  同左 

  ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ開始から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価してお

ります。 

 同左  同左 

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

イ．消費税等の会計処理 

 同左 

イ．消費税等の会計処理 

 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金・随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 同左  同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）        ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

   当連結会計年度から、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

       ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

       ───── 

   当中間連結会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,465,609千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

  

  

前中間連結会計期間
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

────── （中間連結損益計算書） 

  １．前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「手形等売却損」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「手形等売却損」は、465千円で

あります。 

  ２．前中間連結会計期間まで営業外費用として表示しておりまし

た「新株発行費」は、当中間連結会計期間より「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」により、「株式交付費」と表示

しております。 

  （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

   前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローに

「連結調整勘定償却」及び「新株発行費」として掲記されていたも

のは、当中間連結会計期間より、それぞれ「のれんの償却」及び

「株式交付費」と表示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年４月30日） 

  
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
154,118千円

  
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
212,636千円 ※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
182,523千円

  
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円

  
 ２ 受取手形裏書高 27,774千円  ２ 受取手形裏書高 137,354千円

※３     ───── ※３     ───── ※３ 連結会計年度末日満期手形 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 
  

  受取手形 378千円

支払手形 109,210千円

前中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１     ─────  ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

※１     ─────  

    
機械装置及び運搬具 147千円    

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

※２     ─────  ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 
  
機械装置及び運搬具 523千円

工具器具備品 10千円

 計 533千円

  

  

   

   

   

機械装置及び運搬具 523千円

工具器具備品 10千円

 計 533千円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加220株は、新株引受権及び新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当の内、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

普通株式 41,130 220 － 41,350 

  合計 41,130 220 － 41,350 

自己株式数 － － － － 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当金額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年７月28日 
定時株主総会 

普通株式 24,678 600 平成18年４月30日 平成18年７月28日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年10月31日現在） （平成18年10月31日現在） （平成18年４月30日現在） 
  
現金及び預金勘定 1,698,968千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△143,860千円

現金及び現金同等物 1,555,108千円

  
現金及び預金勘定 3,145,337千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△150,598千円

現金及び現金同等物 2,994,739千円

現金及び預金勘定 1,101,286千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△147,595千円

現金及び現金同等物 953,691千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額，減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

34,349 17,217 17,131

ソフトウェア 13,530 2,704 10,826

合計 47,880 19,922 27,958

  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

34,349 22,662 11,687

ソフトウェア 13,330 5,300 8,030

合計 47,680 27,962 19,717

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

34,349 19,939 14,409

ソフトウェア 13,330 3,967 9,363

合計 47,680 23,907 23,772

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 
  

  

１年内 8,160千円

１年超 20,393千円

合計 28,554千円

  

  

１年内 6,928千円

１年超 13,468千円

合計 20,397千円

１年内 7,552千円

１年超 16,949千円

合計 24,501千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 
  

  

支払リース料 4,310千円

減価償却費相当額 4,028千円

支払利息相当額 351千円

  

  

支払リース料 4,361千円

減価償却費相当額 4,055千円

支払利息相当額 257千円

支払リース料 8,723千円

減価償却費相当額 8,063千円

支払利息相当額 661千円

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 (1）減価償却費相当額の算定方法 (1）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存

価額を零とする定額法によっておりま

す。 

 同左  同左 

(2）利息相当額の算定方法 (2）利息相当額の算定方法 (2）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、各

期の配分については、利息法によって

おります。 

 同左  同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

 同左  同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年10月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1）その他有価証券 

  

当中間連結会計期間末（平成18年10月31日現在） 

    １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1）その他有価証券 

  

前連結会計年度末（平成18年４月30日現在） 

    １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1）その他有価証券 

  

 

内容 取得原価（千円） 
当中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 540 1,352 812

(2）債券 

国債、地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

合計 540 1,352 812

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 4,226 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 7,226 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 120,626 



（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成

18年10月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

  ヘッジ会計が適用されているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況の記載は省略しておりま

す。 

  

（ストック・オプション等関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成

18年10月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

 当社グループは、プリント基板電気検査装置関係製品の専門メーカーとして同一セグメントに属する検査装置の製

造、販売を行っており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18

年４月30日） 

 本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため，所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31日） 

  

当中間連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

  

前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

（注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

  日本 韓国 その他 計 消去又は全社 連結 

売上高（千円）   

(1）外部顧客に対する売上高
（千円） 

2,495,712 411,252 134,563 3,041,528 － 3,041,528

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高（千円） 

43,013 90,272 15,535 148,820 △148,820 －

計（千円） 2,538,725 501,525 150,098 3,190,349 △148,820 3,041,528

営業費用（千円） 2,646,509 505,673 140,844 3,293,027 △180,436 3,112,590

営業利益または営業損失 
（千円） 

△107,784 △4,147 9,254 △102,677 31,615 △71,062

  中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 149,935 153,267 29,645 12,564 345,411

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,613,522

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

9.3 9.5 1.8 0.8 21.4

  中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 476,996 99,252 771,742 86,248 1,434,238

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 3,041,528

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

15.7 3.3 25.4 2.8 47.2

  中国 台湾 韓国 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 384,089 94,709 335,890 13,816 55,362 883,868

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － － 4,952,078

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

7.7 1.9 6.8 0.3 1.1 17.8



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 100,538円12銭

１株当たり中間純損失金額 5,613円50銭

  

 同左 

１株当たり純資産額 107,995円39銭

１株当たり中間純損失金額 1,216円68銭

  

１株当たり純資産額 109,536円87銭

１株当たり当期純利益金額 3,945円28銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

3,781円74銭

  
前中間連結会計期間

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は中間純損失
（△）金額 

   

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円） 

△206,105 △50,089 153,359 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る当期純利益又は中間純損失
（△）（千円） 

△206,105 △50,089 153,359 

期中平均株式数（株） 36,716 41,169 38,871 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － － 1,681 

（うち新株引受権） － － （343） 

（うち新株予約権） － － （1,338） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予

約権の数2,618個）及び新株

引受権方式のストックオプシ

ョン（普通株式444株）。こ

れらの詳細は、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりでありま

す。 

 新株予約権付社債（額面金

額3,000百万円）、新株予約

権１種類（新株予約権の数

3,148個）及び新株引受権方

式のストックオプション（普

通株式260株）。これらの詳

細は、「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状況、(2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

 第４回新株予約権（平成

17年７月28日定時株主総

会）2,491個。 

 なお、第４回新株予約権

の概要は、「第４ 提出会

社の状況、１株式の状況、

(2）新株予約権等の状況

等」に記載のとおりであり

ます。 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年10月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   1,604,316  2,929,228 946,116  

２．受取手形 ※４ 238,239  478,278 270,876  

３．売掛金   1,697,246  1,261,025 2,178,952  

４．たな卸資産   2,078,910  2,615,636 2,405,797  

５．繰延税金資産   150,947  76,341 26,139  

６．その他 ※３ 49,969  48,977 27,683  

流動資産合計    5,819,629 88.8 7,409,487 87.5  5,855,567 86.6

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物   189,558  189,652 192,224  

(2）構築物   3,714  21,426 3,287  

(3）機械装置   11,198  50,051 50,503  

(4）工具器具備品   34,618  26,484 30,576  

(5）土地   100,626  121,626 100,626  

有形固定資産合計   339,716  409,241 377,218   

２．無形固定資産       

(1）ソフトウェア   10,041  7,528 8,457  

(2）特許権   146,423  174,988 163,634  

(3）電話加入権   1,246  1,246 1,246  

無形固定資産合計   157,711  183,763 173,337   

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   3,000  6,000 119,400  

(2）関係会社株式   215,400  404,308 214,374  

(3) 関係会社貸付金   －  30,000 －  

(4）敷金保証金   9,816  14,953 10,997  

(5）繰延税金資産   1,805  2,044 4,165  

(6）その他   6,603  7,666 7,144  

貸倒引当金   △2,300  △2,300 △2,300  

投資その他の資産
合計 

  234,327  462,674 353,781   

固定資産合計    731,755 11.2 1,055,679 12.5  904,338 13.4

資産合計    6,551,384 100.0 8,465,166 100.0  6,759,905 100.0

        



  

 

    
前中間会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年10月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形 ※４ 774,063  704,800 753,554  

２．買掛金   86,762  143,815 165,129  

３．短期借入金   1,000,000  － 800,000  

４．１年以内返済予定
長期借入金 

  129,952  74,952 129,952  

５．未払法人税等   6,000  7,000 95,000  

６．賞与引当金   24,948  28,698 26,389  

７．その他   37,670  52,949 34,385  

流動負債合計    2,059,396 31.4 1,012,214 12.0  2,004,411 29.7

Ⅱ 固定負債       

１．新株予約権付社債   －  3,000,000 －  

２．長期借入金   418,506  123,554 353,530  

３．退職給付引当金   269  218 539  

固定負債合計    418,775 6.4 3,123,772 36.9  354,069 5.2

負債合計    2,478,172 37.8 4,135,987 48.9  2,358,481 34.9

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金    1,939,281 29.6 － －  1,942,791 28.7 

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   1,927,065  － 1,930,575  

資本剰余金合計    1,927,065 29.4 － －  1,930,575 28.5

Ⅲ 利益剰余金       

１．任意積立金   350,000  － 350,000  

２．当期未処分利益又
は中間未処理損失
（△） 

  △143,135  － 181,376  

利益剰余金合計    206,864 3.2 － －  531,376 7.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   － － － －  △3,319 △0.0

資本合計    4,073,211 62.2 － －  4,401,424 65.1

負債資本合計    6,551,384 100.0 － －  6,759,905 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年10月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 1,957,082 23.1  － －

２ 資本剰余金       

(1）資本準備金   －  1,944,866 －  

資本剰余金合計    － － 1,944,866 23.0  － －

３ 利益剰余金       

(1）その他利益剰余
金 

      

別途積立金   －  450,000 －  

繰越利益剰余金   －  △22,769 －  

利益剰余金合計    － － 427,230 5.0  － －

株主資本合計    － － 4,329,179 51.1  － －

純資産合計    － － 4,329,179 51.1  － －

負債純資産合計    － － 8,465,166 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    1,570,096 100.0 2,359,219 100.0  4,714,239 100.0

Ⅱ 売上原価    1,379,519 87.8 1,988,118 84.3  3,422,566 72.6 

売上総利益    190,576 12.2 371,100 15.7  1,291,672 27.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   453,331 28.9 506,279 21.4  1,021,846 21.7 

営業利益又は営業
損失（△） 

   △262,754 △16.7 △135,178 △5.7  269,826 5.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  8,344 0.5 14,052 0.6  36,416 0.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  81,399 5.2 8,000 0.4  91,191 1.9

経常利益又は経常
損失（△） 

   △335,809 △21.4 △129,126 △5.5  215,051 4.6

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  1,896 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  535 0.0 － －  535 0.0

税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失（△） 

   △336,345 △21.4 △129,126 △5.5  216,412 4.6

法人税、住民税及
び事業税 

  1,331  674 104,877  

法人税等調整額   △132,046 △130,715 △8.3 △50,332 △49,658 △2.1 △7,347 97,530 2.1

当期純利益又は中
間純損失（△） 

   △205,629 △13.1 △79,468 △3.4  118,882 2.5

前期繰越利益    62,494 －  62,494 

当期未処分利益又
は中間未処理損失
（△） 

   △143,135 －  181,376 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

  

 （注） 平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本準備金

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 別途積立金

繰越利益 
剰余金 

平成18年４月30日 残高
（千円） 

1,942,791 1,930,575 1,930,575 350,000 181,376 531,376 4,404,744 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行（千円） 14,291 14,291 14,291  28,582 

剰余金の配当（千円） 
（注） 

  △24,678 △24,678 △24,678 

別途積立金の積立 
（千円）（注） 

  100,000 △100,000 － － 

中間純損失（千円）   △79,468 △79,468 △79,468 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）（千円） 

   

中間会計期間中の変動額 
合計（千円） 

14,291 14,291 14,291 100,000 △204,146 △104,146 △75,564 

平成18年10月31日 残高
（千円） 

1,957,082 1,944,866 1,944,866 450,000 △22,769 427,230 4,329,179 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年４月30日 残高
（千円） 

△3,319 △3,319 4,401,424 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行（千円）  28,582 

剰余金の配当（千円）
（注） 

 △24,678 

別途積立金の積立 
（千円）（注） 

 － 

中間純損失（千円）  △79,468 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）（千円） 

3,319 3,319 3,319 

中間会計期間中の変動額 
合計（千円） 

3,319 3,319 △72,244 

平成18年10月31日 残高
（千円） 

－ － 4,329,179 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

  個別法よる原価法 同左 同左 

  原材料 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法 

（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備

を除く）は定額法によってお

ります。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年 

機械装置    ５～６年 

 同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法 

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

 同左  同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えて、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し回収不能見込

額を計上しております。 

 同左  同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の期間対応分を計上しており

ます。 

 同左  同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づいて計上しております。 

 同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づいて計上

しております。 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

 同左  同左 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）        ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

 当事業年度から、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

  

       ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

       ───── 

   当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,329,179千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成17年10月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年10月31日） 

前事業年度末 
（平成18年４月30日） 

  
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
92,412千円

  
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
129,784千円 ※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
109,661千円

  
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円

  
 ２ 受取手形裏書高 27,774千円  ２ 受取手形裏書高 137,354千円

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３     ───── 

 仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 同左 

※４     ───── 

  

※４     ───── 

  

※４ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理について

は、当期の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして

処理しております。期末日満期手形の金

額は次のとおりであります。 
    

受取手形 378千円

支払手形 109,210千円

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 
  

保証先   金額（千円）   内容 

日本電針㈱   58,500   借入債務 

  

  
保証先  金額（千円）  内容 

日本電針㈱  53,000   借入債務 

㈱エス・ティ

ー・エフ 

 
14,996 

  
借入債務 

保証先   金額（千

円） 

  
内容 

日本電針㈱   25,500   借入債務 

㈱エス・ティ

ー・エフ 

  
18,888 

  
借入債務 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
  

  

受取手数料 1,500千円

賃貸収入 5,569千円

  
受取手数料 1,800千円

賃貸収入 4,069千円

受取配当金 5,207千円
  

助成金収入 18,711千円

受取手数料 15,015千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 12,585千円

新株発行費 68,432千円

  
支払利息 5,717千円

手形等売却損 1,397千円

支払利息 22,048千円

新株発行費 68,432千円

※３ ────── ※３ ────── ※３ 特別利益のうち主要なもの 
  

   
  

   関係会社株式売却益 1,896千円

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ ────── ※４ 特別損失のうち主要なもの 
  

たな卸資産評価損 525千円
  

   たな卸資産評価損 525千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 13,892千円

無形固定資産 3,376千円

  
有形固定資産 20,179千円

無形固定資産 5,558千円

有形固定資産 33,979千円

無形固定資産 8,080千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額，減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 24,950 10,989 13,960

車両運搬具 9,399 6,228 3,171

ソフトウェア 13,530 2,704 10,826

合計 47,880 19,922 27,958

  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 24,950 14,554 10,395

車両運搬具 9,399 8,107 1,291

ソフトウェア 13,330 5,300 8,030

合計 47,680 27,962 19,717

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械装置 24,950 12,772 12,177

車両運搬具 9,399 7,167 2,231

ソフトウェア 13,330 3,967 9,363

合計 47,680 23,907 23,772

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 8,160千円

１年超 20,393千円

合計 28,554千円

  
１年内 6,928千円

１年超 13,468千円

合計 20,397千円

１年内 7,552千円

１年超 16,949千円

合計 24,501千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額，減価償却費相当額，支払利息相

当額及び減損損失 
  

支払リース料 4,310千円

減価償却費相当額 4,028千円

支払利息相当額 351千円

  
支払リース料 4,361千円

減価償却費相当額 4,055千円

支払利息相当額 257千円

支払リース料 8,723千円

減価償却費相当額 8,063千円

支払利息相当額 661千円

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 (1）減価償却費相当額の算定方法 (1）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存

価額を零とする定額法によっておりま

す。 

 同左 

  

  

 同左 

  

  

(2）利息相当額の算定方法 (2）利息相当額の算定方法 (2）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、各

期の配分については、利息法によって

おります。 

 同左 

  

  

  

 同左 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても関係会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 



（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第12期）（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 平成18年７月31日中国財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書及びその添付書類 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行  

 平成18年９月15日中国財務局長に提出。 

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

    平成18年１月25日   

オー・エイチ・ティー株式会社       

  取締役会 御中   

  創研合同監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐野 芳孝  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオ

ー・エイチ・ティー株式会社の平成17年５月１日から平成18年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成17年５月１日から平成17年10月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、オー・エイチ・ティー株式会社及び連結子会社の平成17年10月31日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間（平成17年５月１日から平成17年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

    平成19年１月26日   

オー・エイチ・ティー株式会社       

  取締役会 御中   

  創研合同監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐野 芳孝  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオ

ー・エイチ・ティー株式会社の平成18年５月１日から平成19年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成18年５月１日から平成18年10月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、オー・エイチ・ティー株式会社及び連結子会社の平成18年10月31日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

    平成18年１月25日   

オー・エイチ・ティー株式会社       

  取締役会 御中   

  創研合同監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐野 芳孝  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオ

ー・エイチ・ティー株式会社の平成17年５月１日から平成18年４月30日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成

17年５月１日から平成17年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書につ

いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、オー・エイチ・ティー株式会社の平成17年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成17年５月１日から平成17年10月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

    平成19年１月26日   

オー・エイチ・ティー株式会社       

  取締役会 御中   

  創研合同監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐野 芳孝  印 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオ

ー・エイチ・ティー株式会社の平成18年５月１日から平成19年４月30日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成

18年５月１日から平成18年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、オー・エイチ・ティー株式会社の平成18年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 
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